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「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年法律第１

１７号）第１５条第３項の規定に基づき，倉敷市中央斎場施設整備事業に係る事業契約の内容

を公表します。

令和３年２月１８日

倉敷市長 伊東 香織

記

１ 公共施設等の名称及び立地

倉敷市中央斎場

岡山県倉敷市福田町福田４３４番地１

２ 選定事業者の商号又は名称

岡山県倉敷市昭和二丁目１番２２号倉敷昭和ビル２階２０５号

ＰＦＩ倉敷中央斎場株式会社

代表取締役 市 正寿

３ 公共施設等の整備等の内容

[倉敷市中央斎場施設整備事業 事業契約約款（抄）]

４ 契約期間

自契約成立日 至令和２６年３月３１日

（本事業の概要）

第６条 本事業は、要求水準書所定の業務その他これらに付随し、関連する一切の業務により

構成されるものとする。なお、本件施設の大規模修繕（要求水準書に定義される大規模修繕

をいう。以下同じ。）は本事業に含まれないものとする。

２ 本件施設の名称は、市が定める権利を有するものとする。
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５ 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項

[倉敷市中央斎場施設整備事業 事業契約約款（抄）]

（市の事由による解除）

第59条 市は、本事業の実施の必要がなくなった、又は本件施設の転用が必要となったと認め

る場合には、180日以上前に事業者に通知のうえ、本指定を取り消し、本契約の全部（一部

は不可。ただし、市による完成確認が完了している部分は除く。以下同じ。）を解除するこ

とができる。

（事業者の債務不履行等による解除等）

第60 条 次の各号の一に該当するときは、市は、特段の催告をすることなく、本指定をせず、

又は取り消し、本契約の全部を解除することができる。

(１ ) 事業者が、設計業務若しくは本件工事又は第42条第1項に基づく履行の追完に着手すべ

き時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ市が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延

につき事業者から市が満足する説明が得られないとき。

(２ ) 供用開始予定日から60日が経過しても施設供用業務の着手ができないとき、又は供用

開始予定日から60日以内に施設供用業務に着手できる見込みがないことが明らかである

とき。

(３ ) 事業者が、破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似す

る倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者（事業者の取締

役を含む。）によって、当該申立てがなされたとき。

(４ ) 事業者が、第52条の定めるところに従い作成する業務報告書に著しい虚偽の記載をし

たとき。

(５ ) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告したにもかかわら

ず、当該相当期間内にその違反が治癒されないとき。ただし、その催告期間を経過した時

における本契約上の義務の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であると

きは、この限りでない。

(６ ) 市により基本協定が解除されたとき。

(７ ) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事
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業の目的を達することができないと認められるとき（以下を含むが、これに限られない。）。

ア 本施設の完成、本件施設の運営その他本事業の遂行ができないことが明らかであると

き。

イ 引き渡された本施設に契約不適合がある場合において、その契約不適合が本施設を除

却した上で再び建設しなければ、本事業の目的を達成することができないものである

とき。

ウ 事業者が施設整備業務又は施設供用業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと

き。

エ 事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は事業者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは本事業の目的を

達することができないとき。

オ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行

しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行をし

ないでその時期を経過したとき。

カ 前記に掲げる場合のほか、事業者がその債務の履行をせず市が催告をしても本契約を

した目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(８ ) 事業者が次のいずれかに該当するとき。

ア 役員等（事業者の役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務

所の代表者をいう。以下本号において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下本号にお

いて「暴力団員」という。）であると認められるとき。

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団をいう。以下本号において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると

認められるとき。

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認めら
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れるとき。

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。

カ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホ

までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる

とき。

キ 事業者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入

契約その他の契約の相手方としていた場合（カに該当する場合を除く。）に、市が事業

者に対して当該契約の解除を求め、事業者がこれに従わなかったとき。

２ 市は、前項各号に定めるところのほか、第53 条第１項の定めるところに従って実施され

たモニタリングの結果、事業者が実施する施設供用業務の水準が業務水準を満たさないと判

断した場合、同条第２項の定めるところに従って事業者に対してその是正を勧告するほか、

別紙 12（サービス購入料の減額の基準と方法）の定めるところに従い、本指定を取り消し、

本契約の全部を解除することができる。

３ 事業者は、契約の履行に当たって、妨害（不法な行為等で、業務履行の障害となるものを

いう。）又は不当要求（金銭の給付等一定の行為を請求する権利若しくは正当な利益がない

にもかかわらずこれを要求し、又はその要求の方法、態様若しくは程度が社会的に正当なも

のと認められないものをいう。）を受けた場合は、警察へ被害届を提出しなければならない。

４ 第１項各号に定める場合が市の責めに帰すべき事由によるときは、市は、第１項の規定に

よる本契約の解除をすることができない。

（市の債務不履行による解除等）

第61 条 市が本契約上の義務に違反し、かつ事業者による通知の後60 日以内に当該違反を改

善しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。この場合、事業者は、市

に対して、本指定の取消しを求めることができ、市は、かかる取消しの求めに応じて、本指

定を取り消すものとする。

２ 市が本契約の定めるところに従って履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅

延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、法定率を乗じて計算した額（１
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年を 365 日として日割計算とする。）を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。

３ 第１項に定める場合が事業者の責めに帰すべき事由によるときは、事業者は、第１項の規

定による本契約の解除をすることができない。

（法令の変更及び不可抗力）

第62 条 法令変更若しくは不可抗力により、損害、損失を被ったとき、又は費用を負担した

とき、本契約及び業務水準に従って本件施設の整備若しくは解体施設の解体・撤去等ができ

なくなったとき、施設整備業務、解体・撤去等業務若しくは施設供用業務の遂行ができなく

なったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令変更若しく

は不可抗力により、本契約及び業務水準に従って本件施設の整備若しくは解体施設の解体・

撤去等又は施設整備業務、解体・撤去等業務若しくは施設供用業務を遂行するためその他本

事業の実施に追加的な費用が必要な場合、事業者は市に対して、速やかにその旨を通知する

ものとし、市及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担

その他必要となる事項について、協議するものとする。

２ 法令変更又は不可抗力が生じた日から60 日以内に前項の協議が調わない場合、市は事業

者に対して、当該法令変更又は不可抗力に対する対応を指図することができる。事業者は、

当該指図に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙８

（不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合）及び別紙 13（法令変更による費用の負

担割合）に記載する負担割合によるものとする。

３ 前項の定めるところにかかわらず、法令変更又は不可抗力が生じた日から60 日以内に第

１項の協議が調わない場合、市は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとす

る。

４ 市は、第 14 条第３項第３号及び第４号、第 35 条第２項第３号及び第４号、第 37 条第１

項第３号及び第４号、並びに第 39 条第３項の規定による市の損害、損失又は費用の負担が

過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとす

る。

５ 市は、前２項に基づき本契約を解除することができる場合、事業者に書面で通知すること

により、次のいずれかの措置を講じることができる。
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６ 契約金額

金 7,688,336,100円（うち消費税及び地方消費税金 690,776,100円）

ただし、約款の定めるところに従って金額の改定又は減額がなされた場合には、当該改定又

は減額がなされた金額とする。

７ 契約終了時の措置に関する事項

[倉敷市中央斎場施設整備事業 事業契約約款（抄）]

(１ ) 市は、行政手続法（平成５年法律第 88号）第13条に定める手続を行った上で、本指定

を取り消すことができる。

(２ ) 市は、本事業を継続することが合理的と判断した場合、事業者の株主をして、事業者の

全株式を、市が認める条件で、市が承認する第三者へ譲渡させることができる。

（契約期間）

第58条 本契約の契約期間は、本契約成立日から令和26年３月31日までとする。ただし、本契

約の定めるところに従って本契約が解除されたときは、本契約は、その時点において終了す

るほか、市が本条例又は本契約に定める条件に従い本指定を取り消した場合、本契約は、他

に特段の手続を要せず、当該指定取消しの効力が生ずると同時に当然に終了する。

２ 事業者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の終了に当たっては、(i)本件

施設の全てが、要求水準書で提示した性能及び機能を発揮でき、著しい損傷がない状態とし、

かつ、(ii)本事業期間終了時における建物（建築、機械設備、電気設備及び燃料保管設備）

及び火葬炉が、概ね２年以内の大規模修繕又は更新を要しないと判断できる状態であること

を基準として、契約期間終了日の概ね３年前より、事業者が本件施設の明渡しの時点で確保

するべき状態について市との間の協議に応じ、かかる協議を経て市が決定した本件施設の状

態とした上で、本件施設を市に対して引き継ぐものとする。

３ 事業者は、本契約の終了に当たり、市と協議のうえ日程を定め、市の立会いの下に前項に

定める状態の満足についての確認を受けるほか、本契約の終了後、市が効率的に適切な修

繕・更新等に取り組むことができるよう、また、次期管理者が本件施設の維持管理業務を円
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滑かつ支障なく遂行しかつ本件施設を継続使用し円滑に運営できるよう、本事業期間の終了

の６か月前から本件施設の施設供用業務の遂行に関して必要な事項を説明し、かつ事業者が

用いた施設供用業務に関する施設管理台帳、操作要領、申し送り事項その他の資料を提供す

るとともに、施設供用業務の承継に必要な「引継マニュアル」を本事業期間終了の６か月前

までに作成し、市に提出するほか、引継ぎに必要な協力・支援等を行うものとする。かかる

引継ぎについて、事業者は、引継ぎ内容が不十分であることに起因した事故等を防止するた

め、危険注意箇所等について十分確認を行うとともに、本件施設の利用予約に関する情報そ

の他本件施設の管理運営に必要な情報を遅滞なく次期運営者へ提供するなど、引継ぎに遺漏

のないようにしなければならない。

４ 事業者は、要求水準書及び事業者提案に基づき、本事業期間終了３年前までに、維持管理

業務の遂行過程で実施された修繕・更新を全て反映した完成図書及び施設管理台帳の最新版

を本契約の定めるところに従って提出するとともに、本件施設の状況についてチェック・評

価し、(i) 建築物（設備等を含む）及び諸施設、外構、植栽など本件施設の全体について各

部位・部材の消耗具合を具体的に記載した「建物等診断報告書」、(ii)本事業期間中に行っ

た修繕・更新内容について一覧にするとともに、完成図書における該当箇所を図示した「修

繕記録報告書」、(iii)本事業終了後に市が行う必要と認められる大規模修繕について、対象

物の耐用年数、消耗度等に照らし、各部分の修繕時期、概算経費を示した「事業期間終了後

の長期修繕提案書」、及び、(iv)その他の事業者提案に基づく資料等を市が合理的に満足す

る様式及び内容で作成し、市に提出したうえで、本事業期間終了後に次期管理者が施設供用

業務を円滑かつ支障なく遂行できるよう、本件施設の引渡しに必要な事項について市との間

で協議を開始するほか、本事業期間終了１年前に、時点修正を行った上記(iii)記載の「事

業期間終了後の長期修繕提案書」を改めて市に提出するものとする。

５ 事業者は、本事業期間終了後１年間について、建物・設備維持管理企業をして、連絡窓口

として、次期管理者その他本件施設に係る業務の引継ぎ先からの問い合わせを受けさせるほ

か、市が求める必要なサポート業務を実施させるものとする。

（供用開始日前の解除の効力）

第64 条 引渡日（同日を含まない。）前に第59 条ないし第62 条の定めるところにより本契約
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が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、市及び事業者は、以下の各

号に定めるところに従って、本件施設（出来形部分を含む。）を取り扱うものとする。

(１ ) 第60条に定めるところにより本契約が解除された場合で、市が当該解除後に本件施設

を利用するときは、市は、事業者の費用負担において、市による完成確認が未了の本件施

設を検査したうえで、検査に合格した本件施設の全部又は一部（以下「合格部分」という。）

のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること、

若しくは施設整備に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるも

のとする。市が合格部分を買い受け又は整備に要した費用の対価の支払をする場合、市は、

その対価の支払債務と、第66条第１項及び第２項に基づく事業者に対する支払請求権とを

対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息（法定率の

割合とし、１年を 365日とした日割計算により算出する。）を付したうえ、一括払又は分

割払により事業者に対して支払うものとする。また、これにより市に回復されない損害が

あるときは、その部分について、市は事業者に対し損害賠償請求できる。また、既に市に

よる完成確認が完了している本施設については、市は事業者に対して、施設整備費を別紙

11（サービス購入料の金額と支払スケジュール）に定めるところに従い支払うものとする。

(２ ) 第59条又は第61条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費

用負担において、市による完成確認が未了の本件施設を検査したうえで、合格部分のうち

事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け、若しくは施設

整備に要した費用の対価を支払又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に

対して、その対価及び第66条第６項に定めるところの損害賠償額の総額に支払時点までの

利息（法定率の割合とし、１年を 365日とした日割計算により算出する。）を付したうえ、

一括払又は分割払により支払う。なお、既に市による完成確認が完了している本施設につ

いては、市は事業者に対して、施設整備費を別紙 11（サービス購入料の金額と支払スケジ

ュール）に定めるところに従い支払うものとする。

(３ ) 第 62条の定めるところに従って本契約が解除された場合、市は、自己の費用負担にお

いて、市による完成確認が未了の本件施設を検査したうえで、合格部分のうち事業者に所

有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受け、若しくは施設整備に要し

た費用の対価を支払又はその両方を行うものとする。この場合、市は事業者に対し、その
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対価に支払時点までの利息（法定率の割合とし、１年を 365日とした日割計算により算出

する。）を付したうえ、一括払又は分割払により支払う。なお、既に市による完成確認が

完了している本施設については、市は事業者に対して、サービス購入料のうち、施設整備

費を別紙 11（サービス購入料の金額と支払スケジュール）に定めるところに従い支払うも

のとする。

(４ ) 前３号に定めるところの検査に際して市が必要と認めるときは、市は、その理由を事前

に事業者に対して通知したうえ、本件施設を最小限度破壊して検査することができる。

２ 前項にかかわらず、引渡日（同日を含まない。）前に本契約が解除された場合で、本件工

事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社

会通念上合理的であると市が判断したときは、市は事業者に対して、そのいずれかを請求す

ることができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、解除が第 59 条、第61 条又は第62

条に基づくときは、市がその費用相当額及び第66 条第６項に定めるところの損害賠償額並

びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額（法定率の割合とし、１年を 365

日とした日割計算により算出する。）を負担するものとし、第 60 条に基づくときは、事業者

がその費用相当額並びに第66 条第１項及び第２項に基づく支払額、並びにそれらの総額に

付されるべき支払時点までの第81 条に基づく遅延損害金を負担するものとする。ただし、

事業者が正当な理由なく相当の期間内に係る更地化若しくは原状回復又はその両方を行わ

ないときは、市は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した

費用については、第60 条による解除の場合は事業者がこれを負担し、市の求めるところに

従って支払うものとする。この場合、事業者は、市の処分について異議を申し出ることがで

きない。

３ 本件施設のうち施設供用業務が着手されている部分がある場合、当該施設供用業務の対象

となっている本件施設に関する限りにおいて、次条第２項及び第３項並びに第４項第３号第

２文を準用する。

（供用開始日後の解除の効力）

第65 条 引渡日（同日を含む。）後に第59 条ないし第62 条の定めるところにより本指定が取

り消され本契約が解除された場合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、市は、
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第40 条に定めるところに従って引渡しを受けた本件施設の所有権を引き続き所有するもの

とする。

２ 前項の場合、市は、本契約が解除された日から10 日以内に本件施設の現況を検査したう

え、本件施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対

してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本件施設の修補を実

施するものとし、修補完了後、速やかに市に対してその旨を通知するものとする。市は、当

該通知の受領後10 日以内に修補の完了検査を行うものとする。

３ 前項の手続終了後、事業者は、速やかに施設供用業務を、市又は市の指定する者に引き継

ぐものとし、市又は当該第三者が施設供用業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うも

のとする。

４ 前項の定めるところに従って、市が施設供用業務を引き継いだ後、市及び事業者は、以下

の各号に定めるところに従って、サービス購入料を取り扱うものとする。

(１ ) 本契約の解除が第60条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料の

うち未払の施設整備費を、別紙 11（サービス購入料の金額と支払スケジュール）の定める

ところに従い支払う。ただし、事業者の責めに帰すべき事由により本件施設が損傷してお

り、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ市の被る損害額が未払の

施設整備に係る対価を上回る場合には、市は、サービス購入料のうち未払の施設整備費に

相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺すること

により、サービス購入料のうち未払の施設整備費の支払義務を免れることができるものと

する。なお、これにより市のその余りの損害賠償の請求は、妨げられないものとする。

(２ ) 本契約の解除が第59条又は第61条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービ

ス購入料のうち未払の施設整備費を別紙 11（サービス購入料の金額と支払スケジュール）

の定めるところに従い支払うとともに、第66条第６項に定めるところの損害賠償額の総額

及びそれに付すべき支払時点までの利息（法定率の割合とし、１年を 365日とした日割計

算により算出する。）を、一括払又は分割払により事業者に対し支払うものとする。

(３ ) 本契約の解除が第 62条の規定に基づくときは、市は事業者に対し、サービス購入料の

うち未払の施設整備費を、別紙 11（サービス購入料の金額と支払スケジュール）の定める

ところに従い支払うものとする。また、市は事業者が施設供用業務を終了させるために要
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する費用を事業者に対して支払うものとする。

(４ ) 事由の如何を問わず、本契約の解除日以降、市は、施設供用業務に係るサービス購入

料のうち未払のものの支払義務を免れるものとし、本契約の解除日が属する支払対象期間

に関する施設供用業務に係るサービス購入料に関しては、実働ベースで精算を行って支払

を行うものとする。

（契約が解除された場合の違約金等）

第66 条 市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の

賠償を請求することができる。

(１) 供用開始予定日までに本施設の引渡しを完了することができないとき。

(２) 第 58 条第 1 項に定める本契約の契約期間満了日までに、同条第２項乃至第４項の定める

ところに従って本件施設の明渡及び業務の引継ぎをいずれも完了できないとき。

(３) 本施設に契約不適合があるとき。

(４) 第 60 条第１項又は第２項の規定により本契約が解除されたとき。

(５) 事業者がその債務の履行を拒否し、又は事業者の責めに帰すべき事由によって事業者の

債務について履行不能となったとき。

(６) 前各号の定める場合を除き、事業者がその債務の本旨に従った履行をしないとき、又は

事業者の債務について履行不能となったとき。

２ 前項第４号又は第５号のいずれかに該当する場合、その場合の時期に応じて、事業者は、

次の各号に定める額を違約金として市の指定する期限までに支払うものとする。なお、当該

違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、前項第４号又は第５号に該当することにより市

が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について

市が事業者に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。

(１) 引渡日（同日を含まない。）までにサービス購入料のうち、施設整

備費から割賦金利相

当額を控除した金額の 10 分の１に相当する額

(２) 引渡日（同日を含む。）以降に解除日が属する事業年度において支払われるべき施設供

用業務に係るサービス購入料総額の 10分の１に相当する額
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３ 次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第１項第５号に該当する場合とみなす。

( 1 ) 事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成 16年法律第

75号）の規定により選任された破産管財人

( 2 ) 事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成 14年法

律第 154号）の規定により選任された管財人

( 3 ) 事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成 11年法

律第 225号）の規定により選任された再生債務者等

４ 第１項各号又は第２項各号に定める場合（前項の規定により第２項第２号に該当する場合

とみなされる場合を除く。）が本契約及び取引上の社会通念に照らして事業者の責めに帰す

ることができない事由によるものであるときは、第１項及び第２項の規定は適用しない。

５ 第２項の場合（第 60 条第１項第８号の規定により、本契約が解除された場合を除く。）に

おいて、第９条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われている

ときは、市は、当該契約保証金又は担保をもって第２項の違約金に充当することができる。

６ 第59 条又は第61 条の規定により本契約が解除された場合、市は、当該解除により事業者

が被った損害額を、事業者の請求するところに従って支払うものとする。ただし、本契約及

び取引上の社会通念に照らして市の責めに帰することができない事由によるものであると

きは、この限りでない。

（保全義務）

第67条 事業者は、解除の通知がなされた日から第64条第１項各号による引渡し又は第64条

第３項若しくは第65条第３項による施設供用業務の引継ぎ完了のときまで、本件施設（出

来形部分を含む。）について、自らの責任及び費用負担において、合理的な保全措置をとら

なければならない。

（関係書類の引渡し等）

第68条 事業者は、第64条第１項第１号ないし第３号に基づく引渡し又は第65条第３項（第64

条第３項により準用される場合を含む。）に基づく施設供用業務の引継ぎの完了と同時に、

市に対して、設計図書及び完成図書（ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、
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本契約が本件施設に係る施設供用の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者

が既に作成を完了しているものに限る。）その他本件施設の整備及び修補に係る書類並びに

施設供用業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。

２ 市は、前項に基づき提出を受けた図書等を施設供用業務の遂行のために、無償で自由に使

用（複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下本項において同じ。）することができるものと

し、事業者は、市による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵

害しないよう必要な措置をとるものとする。

（所有権の移転）

第69 条 事業者は、第64 条第１項第１号ないし第３号に基づき本件施設又はその出来形の所

有権を市に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を市に対し

て移転しなければならない。


